
学校体育施設開放事業の概要（令和８年度版） 

 

■概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

・本事業は、市民のスポーツクラブが、定期的にスポーツやレクリエーションを行うことを

通じて、心身の健全な発達と地域のスポーツ振興を図ることを目的としています。 

・学校教育活動に支障のない範囲で、暖房の実費負担を除き無料で開放しています。 

・「学校体育施設開放事業実施要領」に基づき運用しており、皆様が快適に利用できるよう

ルールを定めております。 

 

■対象条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

◎以下の条件を満たす団体がクラブ登録できます。 

①構成員のうち８割以上かつ１０名以上が江別市に在住・在勤・在学している 

②常に１０名以上で、定期的に活動できる 

③未成年者や学生が主体となる団体の場合は、成人の責任者又は指導者が３名以上含ま 

れている（責任者３名のうち、少なくとも 1名は、江別市在住者でなければならない） 

　④全構成員が、傷害保険及び賠償責任保険に加入している（加入予定である） 

　　…傷害事故や器物破損が発生した場合、治療費・修理費等は原則団体負担となります。 

　⑤中学校・高校の部活動や大学等のサークルではない 

　⑥教育委員会が定める管理方法や注意事項等を遵守できる 

 

■開放する学校施設・期間・時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎登録された学校・時間枠で活動を行っていただきます。 

◎学校行事や地域行事により開放中止となる場合や、工事等により長期間利用できない場合

がありますので、あらかじめご了承ください。 

　　開放学校　 

　　◆小学校：江別第一小学校、江別第二小学校、豊幌小学校、江別太小学校、 

大麻小学校、対雁小学校、野幌小学校、東野幌小学校、大麻東小学校、 

大麻西小学校、中央小学校、大麻泉小学校、野幌若葉小学校、 

北光小学校、文京台小学校、いずみ野小学校、上江別小学校（計１７校） 

　　◆中学校：江別第一小学校、江別第二小学校、江別第三中学校、野幌中学校、 

　　　　　　　大麻中学校（※）、大麻東中学校、江陽中学校、中央中学校（計８校） 

　　　　　　　※大麻中学校は指定団体のみに開放 

　期　間　 

　◆体育館　　　　４/１５～翌年３/３１日 

　◆グラウンド　　５/１～１０/３１ 
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　時間帯　 

　◆小学校体育館　　　　 

　　《午 前 枠》　９:００～１２:３０　／　《午後１枠》１２:３０～１６:００ 

　　《午後２枠》１６:００～１８:４５　／　《夜 間 枠》１８:４５～２０:４５ 

　◆小学校グラウンド　　 

　　《午 前 枠》　９:００～１２:３０　／　《午後１枠》１２:３０～日　没 

　◆中学校体育館 

　　《夜 間 枠》１９:００～２１:００ 

　※小学校体育館及びグラウンドについて、長期休業期間を除く期間は、授業の都合上、

午前枠及び午後１枠は利用できません。 

 

■クラブ登録申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

◎上記「対象条件」を満たす団体は、書類①～④を提出していただき、教育委員会の審査を

受けてください。また、登録決定通知後、書類⑤・⑥を提出していただきます。 

　①クラブ登録申請書（様式１） 

　　…連絡責任者へは、毎月の学校開放カレンダーの送付や開放中止の連絡等を電子メール

でお知らせします。頻繁に確認できるもので、かつ、ＰＤＦやエクセル、ワードのフ

ァイルを閲覧できるメールアドレスを登録してください。 

また、団体間の調整等や学校からの連絡が必要な場合は、連絡責任者の連絡先をお伝

えしますので、あらかじめご了承願います。 

　②構成員名簿 

　③令和７年度の収支決算書／令和８年度の収支予算書 

　　…前年度に他施設等で活動していない場合、収支決算書の提出は不要です。 

　④クラブ規約（会則） 

　⑤利用予約票（様式２）…利用開始月～翌年４月分 

　⑥誓約書（様式３） 

　 

■留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

◎１６０を超える団体がクラブ登録しており、多くの学校で新規参入ができなくなっていま

す。複数団体に加入し活動している構成員の登録は極力謹んでいただき、より多くの方が

学校体育施設を利用できるようご協力ください。 

◎体験入団などの場合を除き、名簿に記載のある構成員以外の利用はできません。クラブ登

録後、名簿に更新がある場合は、スポーツ課へ提出してください。


